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令和４年度大村市公営企業会計決算審査意見について

地方公営企業法第３０条第２項の規定により審査に付された令和４年度大村市公営企

業会計決算書並びに証書類、事業報告書及び政令で定めるその他の書類について審査し

たので、次のとおり意見を提出します。
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（注）

１ 本文中及び図表の数値は原則として、億又は万単位とし、単位未満の端数は切り捨てている。

したがって、内訳を合計した数値が合計欄等と一致しない場合がある。

２ 上記以外の数値は、原則として、表示単位未満の数値を四捨五入している。したがって、内訳

を合計した数値が合計の数値と一致しない場合がある。また、普及率等の比率の増減について

は、四捨五入した比率を基に求めている。

３ 消費税及び地方消費税相当分の取扱いについては原則として除いているが、含んでいる場合は

その旨を注記している。

４ 各図表中の負数は「 △ 」で表示した。

また、増減の比率等を求める際、比較対象がともに負数である場合は、除数を絶対値として求

めている。

５ 各表中の符号の用法は、次のとおりである。

「 0.0 」 該当数値はあるが単位未満のもの

「 － 」 該当数値がないもの

６ 本書中における「類型平均」とは、次のとおりである。

(1) 水道事業における「類型平均」とは、地方公営企業年鑑及び水道事業経営指標による令和 3
年度同規模団体《その他（地下水、伏流水等）を主な水源とし、給水人口 5万人以上 10万人未
満、有収水量密度が全国平均以上》の平均である。

(2) 工業用水道事業における「類型平均」とは、工業用水道事業経営指標による令和 3年度同規
模団体(配水能力 1万㎥/日未満、水源が表流水と地下水の組合せ及び供用開始が昭和 51年度以
降)の平均である。

(3) 下水道事業における「類型平均」とは、下水道事業経営指標による令和 3年度同規模団体(処
理区域内人口 5万人以上 10万人未満、有収水量密度 2.5千㎥/ha以上 5.0千㎥/ha未満、供用
開始後 25年以上)の平均である。

(4) 農業集落排水事業における「類型平均」とは、下水道事業経営指標による令和 3年度同規模
団体(有収水量密度 2.5千㎥/ha未満、供用開始後 25年以上)の平均である。




